
2010.04.01

西宮市建築基準法取扱い基準

（関係条文）

各斜線１（高架鉄道等による緩和）

各部分の高さ－01

 法56条・法58条

　　□　　線路敷（駅舎を除く）、高架鉄道、水路及び高速鉄道等の場合の斜線制限

　　　（高架の下の建築物の有無に関わらない）

　敷地

　道路

　敷地

　道路

　道路

　敷地

　道路

　敷地

法56条1項1号 法56条1項3号、法58条

（道路斜線） 　（北側斜線、高度斜線）

法56条1項2号

（隣地斜線）

法56条1項3号、法58条

　（北側斜線、高度斜線）

　 線路敷等 　 線路敷等

　 線路敷等 　 線路敷等

備考　　　　

2024.04.01

（1）道路の向こう側に線路敷等がある場合

（2）道路の手前側に線路敷等がある場合

（3）駅舎の取扱い

　　 駅舎の敷地の部分は緩和なし。
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